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定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
住
所
地
特
例
適

用
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
（
特
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
も
の
に
限
る
。）の
請
求
に
あ
っ
て
は
、
施
設
所
在
市
町
村
）」を
加
え
、「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
り
市

町
村
（
施
設
所
在
市
町
村
の
長
が
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
住
所
地
特
例
適
用
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
係
る
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
（
特
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
請
求
に
あ
っ
て
は
、
施
設

所
在
市
町
村
）
が
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
中
「
に
よ
り
市
町
村
」
の
下
に「（
施
設
所
在
市
町
村
の
長
が
同
条
第
一
項
本
文
の
指
定

を
し
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
住
所

地
特
例
適
用
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
係
る
特
例
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
費
（
特
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
額
に
あ
っ
て
は
、
施
設
所
在
市
町

村
）」を
加
え
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
当
該
市
町
村
」
の
下
に「（
住
所
地
特
例
適
用
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
係
る
介
護
予
防

支
援
に
あ
っ
て
は
、
施
設
所
在
市
町
村
）」を
加
え
る
。

第
五
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
一
定
以
上
の
所
得
を
有
す
る
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
）

第
五
十
九
条
の
二

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
の
額
が
政
令
で
定

め
る
額
以
上
で
あ
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
受
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
予
防
給
付
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定

め
る
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
、「
百
分
の
八
十
」

と
す
る
。

一

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

第
五
十
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
五
十
五
条
第
一
項
、

第
四
項
及
び
第
六
項

二

特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

第
五
十
四
条
第
三
項
並
び
に
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第

六
項

三

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
五

十
五
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項

四

特
例
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
五
十
五
条
第
一

項
、
第
四
項
及
び
第
六
項

五

介
護
予
防
福
祉
用
具
購
入
費
の
支
給

第
五
十
六
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項

六

介
護
予
防
住
宅
改
修
費
の
支
給

第
五
十
七
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項

第
六
十
条
中
「
含
む
。）、」を
「
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）、」に
、「
含
む
。）又
は
」
を
「
含
む
。
同
項
に
お
い

て
同
じ
。）又
は
」
に
、「
次
の
各
号
」
を
「
前
条
各
号
」
に
改
め
、「
場
合
」
の
下
に「（
同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

市
町
村
が
、
災
害
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
住
宅
改
修
に
必
要
な
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

た
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
受
け
る
前
条
各
号
に
掲
げ
る
予
防
給
付
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
を
適
用

す
る
場
合
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。）に
お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
百
分
の
八
十
」
と
あ
る
の
は
、「
百
分
の
八
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の

範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
」
と
す
る
。

第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
所
得
」
の
下
に
「
及
び
資
産
」
を
加
え
る
。

第
六
十
八
条
第
五
項
中
「
又
は
そ
の
被
扶
養
者
」
を「
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
又
は
船
員
保
険
の
被
保
険
者（
船

員
保
険
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
を
除
く
。）若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
」に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
第
三
項
中
「
次
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項
」
を
、「
場
合
」
の
下
に「（
第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五

十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、

第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
額
減
額
等
の
記
載
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
等
が
、
当
該
記
載
を
受
け
た
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
当
該
給
付
額
減
額
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
利
用
し
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、施
設
サ
ー
ビ
ス
、介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
行
っ

た
住
宅
改
修
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
等
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
を
適
用
す
る
場
合

（
第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。）に
お
い
て
は
、

第
四
十
九
条
の
二
又
は
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
百
分
の
八

十
」
と
あ
る
の
は
、「
百
分
の
七
十
」
と
す
る
。

第
六
十
九
条
の
三
十
四
第
一
項
中
「
又
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
」
を
「
若
し
く
は
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
定
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

介
護
支
援
専
門
員
は
、
要
介
護
者
等
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
援
助
に
関
す
る
専
門
的
知
識

及
び
技
術
の
水
準
を
向
上
さ
せ
、
そ
の
他
そ
の
資
質
の
向
上
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
九
条
の
三
十
八
第
二
項
中
「
第
六
十
九
条
の
三
十
四
」
を「
第
六
十
九
条
の
三
十
四
第
一
項
又
は
第
二
項
」

に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
の
三
十
九
第
二
項
第
一
号
中
「
第
六
十
九
条
の
三
十
四
」
を
「
第
六
十
九
条
の
三
十
四
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
又
は
第
六
十
九
条
の
三
十
五
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
市
町
村
の
行
う
」
を
「
市
町
村
が
行
う
」
に
改
め
、「
被
保
険
者
」
の
下
に「（
特
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
指
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に

入
所
等
を
し
て
い
る
住
所
地
特
例
適
用
要
介
護
被
保
険
者
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
又
は
」
を

「
、
又
は
」
に
、「
講
じ
な
け
れ
ば
」
を
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
の
十
四
第
一
項
中
「
市
町
村
の
」
を
「
市
町
村
が
」
に
改
め
、「
被
保
険
者
」
の
下
に「（
特
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
公
募
指
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
入

所
等
を
し
て
い
る
住
所
地
特
例
適
用
要
介
護
被
保
険
者
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
百
十
五
条
の
十
二
第
一
項
中
「
市
町
村
の
」
を
「
市
町
村
が
」
に
改
め
、「
被
保
険
者
」
の
下
に「（
特
定
地
域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
指
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設

に
入
所
等
を
し
て
い
る
住
所
地
特
例
適
用
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
講
じ
な

け
れ
ば
」
を
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
百
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
中
「
市
町
村
の
」
を
「
市
町
村
が
」
に
改
め
、「
被
保
険
者
」
の
下
に「（
当
該
市
町

村
が
行
う
介
護
保
険
の
住
所
地
特
例
適
用
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
を
除
き
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
住

所
地
特
例
対
象
施
設
に
入
所
等
を
し
て
い
る
住
所
地
特
例
適
用
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

市
町
村
は
、
被
保
険
者
（
当
該
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険
者
を
除
き
、
当
該
市
町

村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
入
所
等
を
し
て
い
る
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険
者
を
含
む
。

第
三
項
第
三
号
及
び
第
百
十
五
条
の
四
十
九
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）の
要
介
護
状
態
等
と
な
る

こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
及
び
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支

援
の
た
め
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
行
う
た
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
地
域
支
援

事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
」
と
い
う
。）を
行
う
も
の
と

す
る
。

一

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
被
保
険
者
（
以
下「
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
」

と
い
う
。）に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
事
業
（
以
下
「
第
一
号
事
業
」
と
い
う
。）

イ

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
の
介
護
予
防
を
目
的
と
し
て
、
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
の
居
宅
に
お
い

て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
上
の

支
援
を
行
う
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
号
訪
問
事
業
」
と
い
う
。）

ロ

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
の
介
護
予
防
を
目
的
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
上
の
支
援
又

は
機
能
訓
練
を
行
う
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
号
通
所
事
業
」
と
い
う
。）

ハ

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
若
し
く
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
又
は
第
一
号
訪
問
事
業
若
し
く
は
第
一
号
通
所
事
業
と
一
体
的
に
行
わ
れ
る
場
合
に
効
果
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
と
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
事
業
（
ニ
に
お
い
て
「
第
一
号
生
活
支
援
事
業
」
と
い
う
。）
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